
令和６年度林業労働力確保支援センター事業 

 

〔基本方針〕 

林業事業体の育成及び新規就業者の確保・育成を図り、林業生産性の向上による適正

な森林整備を推進するため、各種支援事業を実施する。 

〔重点推進事項〕 

１ 就業希望者の就職相談・就職先紹介、研修等のきめ細やかな支援により、就業者の

確保・育成に努める。 

２ 林業就業者への研修等により業務に必要な知識・技術習得を図りキャリアアップを

支援する。 

３ 素材生産拡大等の意欲のある経営体に対して専門家による派遣指導等を実施し、経

営能力の高い林業経営体の育成を支援する。 

４ 安定した事業量を確保し低コストで収益性の高い林業を可能とするため、集約化を

進める森林施業プランナーの養成及び高性能林業機械オペレーターのレベルアップを

図る。 

 


